
質問と回答は以下のとおりです。 2026/3/16

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 0
案件概要書「４．事業の枠
組み 」

「耐震補強および建替えが実施された建物の
数（●棟）」と記述がございますが、プロ
ジェック前後での棟数比較を意味するので
しょうか。

ご理解の通りです。プロジェクト前後での棟数比較を行
います。

2 1 １．（４）契約履行期間

契約履行期間の分割を提案することを認め
ます、とありますが、
具体的にどの様な提案が想定されるのか、
具体例で教えて頂け
ますでしょうか。

契約履行期間を分割する想定はありません。他方、分割し
た方が、より効果的な活動が可能な場合等があれば、ご
提案ください。

3 3 ３．（１）各種資格の確認

プロポーザル作成ガイドラインを参照し、様
式７の提出は必須とし、
本案件では様式６は提出の求めがないので、
様式６は確認はするが、
様式６の提出は不要との理解で良いでしょう
か。

本案件は、様式６：競争参加資格確認申請書の提出は不
要です。

調達管理番号・案件名

25a00939_トルコ国建物脆弱性迅速スクリーニングに係る能力向上プロジェクト



4 7
２章【１】本業務に係るプ
ロポーザル作成上の留意
点

不明・不明瞭な事項はプロポーザル提出期限
日までの質問・回答にて明確にします
とありますが、プロポーザル提出期限日（3月
30日）まで、質問・回答が可能との
意味でしょうか。

質問期限は3/11（水）12時までです。
期限以降の質問は受け付けておりません。
上記期限までに受領した質問に対する回答は
3/16（月）までに掲載します。

5 7
１．企画・提案を求める水
準

R/Dとの表現がありますが、これは、配布資
料における、T/Cを指している
との理解で良いでしょうか。

R/DとT/Cはそれぞれ下記のような意味であり、別のも
のを指しています。追加配布資料（署名版R/D）を参照く
ださい。
・討議議事録（Record of Discussion: R/D）
・技術協力プロジェクト（Technical Cooperation:
T/C）

6 7
２．プロポーザルで特に
具体的な提案を求める内
容のNo.1

成果１・２における・・・活動の進め方を具体的
にご提案ください、とありますが、
これは、計算内容ではなく、計算手法をどの
様にすれば、改良でき、拡張できるのか、
その活動方法を示せば良い、との理解で良い
でしょうか。
例えば、対象機関や短期専門家と、どの様に
係わり活動するかを示せば良いでしょうか。

計算内容の具体的な改良・拡張について、お示しいただ
く必要はありません。対象となる建物種をどのように拡
張し、既存手法をどうのように改良できるのか、その活動
方針をご提案ください。

7 8
３．その他の留意点＿現
地再委託

現地再委託が定額計上されていますが、現
地で委託先を複数社探す事が
困難な場合（時間削減のため）、現地再委託
を特殊傭人費に振替える事
は可能でしょうか。

可能です。



8 9
第３条２．本業務に係る実
施方針及び留意事項

別紙「案件概要表」と記載があるのですが、こ
ちらの別紙は、
どこを見れば宜しいでしょうか。

公示資料の26～31ページが別紙「案件概要表」となって
おります。ご確認ください。

9 10 第2章　3条2（2）

IMMにおいて評価申請は年間で何件処理さ
れておりますでしょうか。過去５年間の申請
数、処理件数をご提供頂けませんでしょう
か。またあわせて、当該担当職員の人数もご
教示下さい。

IMMでは過去5年間に約37,000の建物について、
PERA2019を用いた評価実績があります。
また、評価を実施するIMMの職員は、1チームにエンジニ
ア2名と作業員1名で構成され、2～3チームが1日に3～
4建物の現地調査を実施しています。
詳細な処理件数及び評価実施体制につきましては、配布
資料（トルコ国「建物リスク評価に係る能力向上プロジェ
クト」詳細計画策定調査報告書（案））をご確認ください。

10 11 第2章　3条2（2）

企画競争説明書内内の「建物種及び既存
PERA への適合」の図に関してご質問がご
ざいます。まず11階以上が適合しない理由
が分かっていれば、ご教示下さい。またRC
壁構造が適合しない理由が分かっていれば
ご教示下さい。加えて、6階以上が適合しな
い理由が分かっていればご教示下さい。

お示しいただいている建物種それぞれに適合しない理由
があるというよりも、PERA2019が対応していないと
いうことになります。
また、建物種ごとにニーズや優先度が違っていることが
予想されますので、建物種ごとに拡張・改良方針をご提
案いただけますと幸いです。

11 11 第2章　3条2（3）

民間耐震化に係る施策を導入する意思及び
ニーズが確認された自治体について、これら
の意思などを確認された自治体がございま
したら、その内容、及び自治体名称をご教示
ください。

マルマラ地域の自治体が相対的に民間建物耐震化に係る
意思及びニーズが高いです。
詳細な自治体につきましては、詳細計画策定調査にて、
配布資料の「トルコ国「建物リスク評価に係る能力向上プ
ロジェクト」詳細計画策定調査報告書（案）」をご確認いた
だけますと幸いです。



12 11
（３）全国の自治体へ
の・・・普及の＜課題＞

「施策」、とありますが、これは、耐震化を進め
る方法として、
例えば、調査方法は同じでも、計算方法が異
なるやり方であれば、
施策は２つ、とカウントすれば良いでしょう
か。

当該の自治体にとって、民間建物耐震化促進を図る新た
な施策をカウントすることを想定しています。

13 12 第2章　3条2（4）
事業費等の検討をユーロベースで行うこと
は可能でしょうか。

可能です。「業務実施契約、業務委託契約における外貨換
算レート表」が公開されております。

14 12 第2章　3条2（4）

現在、両者の協議を行うプラットフォームは
構築されていますでしょうか。既に構築され
ている場合は、出席者、開催場所、頻度をご
教示ください。

当該のプラットフォームは現時点で構築されているとい
う情報はありません。



15 12
建物種及び既存PERAへ
の適合は下図の記載事項

改良・拡張ターゲットに、「改良を検討」、「適
用可能な手法による拡張を検討」
とありますが、これらは、関係機関や短期専
門家の指導により、改良・拡張を
検討する、との理解で良いでしょうか。つま
り、コンサルは、検討内容を整理
して、まとめる作業を行う、との理解で良い
でしょうか。

本図は既存PERAの適合を示すものであり、本業務の活
動内容を示すものではありません。
本プロジェクトの活動に関する業務は第4条　２．に記載
のとおりです。

16 13 （６）供与機材

関心のあった本邦機材をトルコに導入する、
とありますが、
現地で調達できる機材ではなく、日本の機材
を導入する
意図を教えてください（性能が良いから、で
しょうか）。

現地で調達できる機材と比較し、本邦機材に技術優位性
や運用実績等があると考えている他、本邦機材の海外展
開の促進に貢献できるためです。

17 13 （６）供与機材

本邦機材の本邦研修での紹介や、本邦メー
カーによるトルコ現地での研修開催、
とありますが、これは、販売メーカーによる
実施が必須でしょうか。
または、機材を利用している調査会社により
実施する事は可能でしょうか。
（調査会社の方が、より実践的な利用の経験
があるため）

必須ではありません。トルコ側に最も効果的に伝わる方
法をご提案ください。

18 13 （６）供与機材

研修機材の現地での開催は、何人で何回を
想定されていますでしょうか。
この場合、対応者の日当、宿泊費、飛行機代、
単価などの想定はありますで
しょうか。

対応者3名程度×2回程度分×2週間程度の滞在と、それ
に伴う、いろいろな経費を想定しています。



19 13 （６）供与機材

パソコン機器をパイロット自治体向けに整備
する、とありますが、こちらは、
現地、または日本のどちらでの購入を想定さ
れておりますでしょうか。

現地での購入を想定しています。

20 13 第2章　3条2（5）

建物脆弱性スクリーニングにかかわる実地検
査のための機材について台数の想定はござ
いますでしょうか。また、建物脆弱性スクリー
ニングにかかわるパソコン機器についても同
じく台数の想定はございますでしょうか。

建物脆弱性迅速スクリーニングに係る実地検査のための
機材を5台、パソコン機器を4台程度想定しています。

21 13 （５）本邦研修

参加者について、選定基準があれば、教えて
ください。
（プロジェクト期間中、原則、移動しない人な
ど）

選定は、実施機関と共に行う予定です。

22 14
（８）実施体制②日本側の
実施体制

短期専門家が研修日程への助言及び研修員
の受入れや協議を実施する、とあるが
助言、研修員の受入れ、協議、とは、具体的に
何を行うのか、想定があれば
教えてください。

日程（案）に対して、訪問すべき機関や場所について助言
をいただく事を想定しています。
PERA2019の改良や、同手法で適合しない建物種への
拡張の技術的な意見交換を研修員と実施することを想定
しています。

23 14
（８）実施体制②日本側の
実施体制

短期専門家を派遣、とあるが、短期専門家は
何人になりますか。
また、渡航回数（時期）、１渡航あたりの日数
の想定があれば教えてください。

1名程度×2回程度/年(JCCのタイミング等)×2週間程
度×3年間を想定しています。



24 14 （８）実施体制

短期専門家が研修日程への助言をする、とあ
りますが、これは、プロポーザル
で提出した本邦研修の具体的な日程案を、後
日、短期専門家が見直し、修正案（助言）
が示されるとの理解で良いでしょうか。
また、研修の講義担当者を短期専門家から紹
介（指示）頂く事は可能でしょうか。

ご提案いただいた研修日程について、訪問すべき機関や
場所等があれば、助言をいただく事を想定しています。助
言について、場合によっては、短期専門家から講師や訪
問機関を指名する場合があります。

25 14
（８）実施体制②日本側の
実施体制

すべての活動において、TWGが実施主体で
ある、とありますが、TWGとは、
具体的に誰を指しているのか教えてくださ
い。

配布資料の「トルコ国「建物リスク評価に係る能力向上プ
ロジェクト」詳細計画策定調査報告書（案）」の75ページ
に示す実施体制に記載の「Technical Working
Group」を指します。

26 14 （７）再委託

現地再委託において、耐震化設計とありま
す。50棟を想定していると思いますが、
定額計上なので、予算内では、50棟が難し
いとなった場合、棟数を減らす事は、
可能でしょうか。

類似案件の実績等から50棟可能な金額を計上していま
す。44ページ （４）定額計上についてを参照ください。



27 14 （８）②日本側の実施体制

短期専門家を派遣し、・・・JCC（Technical
Committee）での技術的支援・助言を行
う、
とありますが、JCC（Technical
Committee）の記述は、誤りではないで
しょうか。

ご指摘いただきありがとうございます。
JCCの実施主体はUMTですが、UMTには技術的な業務
の管理ができる部署がないため、並行してTechnical
Committeeを立ち上げ、各TWGに対し、技術的な助言
を実施します。
詳細は、配布資料の「トルコ国「建物リスク評価に係る能
力向上プロジェクト」詳細計画策定調査報告書（案）」の
75ページに示す実施体制をご確認ください。

28 14 （８）②日本側の実施体制

TWGとありますが、これは、成果１と２は
IMM職員、成果３と４はUMT職員が担当す
る、
との理解で良いでしょうか。

他にもパイロット自治体の職員や大学の技術者等が
TWGのメンバーとして考えられますが、詳細はプロジェ
クト開始後に決定されることを想定しています。
詳細については、配布資料の「トルコ国「建物リスク評価
に係る能力向上プロジェクト」詳細計画策定調査報告書
（案）」の75ページに示す実施体制をご確認ください。

29 14 第2章　3条 2（7）

耐震化設計の内容、定義についてご教授くだ
さい。すなわち耐震化設計は、詳細建物調
査、詳細耐震診断、耐震補強／改修設計、工
事費見積りまでを含むのでしょうか。また耐
震化設計の目標レベルは現行耐震基準が求
める耐震性能と同等レベルと理解して宜しい
でしょうか。加えて再委託に関して、IMM及
び各自治体で耐震改修が必要とされた民間
建物の耐震化設計（補強設計）・積算業務と
考えて良いでしょうか。

耐震化設計とは、詳細建物調査、詳細耐震診断、耐震補
強／改修設計、工事費見積りまで含むことで間違いあり
ません。
また、耐震化設計の目標レベルは現行耐震基準
(TBDY2018)が耐震診断・改修設計に対して求める耐
震性能（TBDY2018 15章に記載）と同等レベルと理解
して問題ありません。
加えて、IMM及び各自治体で耐震改修が必要とされた
民間建物の耐震化設計（補強設計）・積算業務の想定で
す。

30 14 第2章　3条 2（8）

トルコ側の実施体制に関して技術検討委員
会（Technical Committee）の開催頻度
予定をお知らせください。また、受注者の業
務・日程との調整のための情報として参考に
したく、日本側の実施体制について短期専門
家の活動予定（現地渡航回数、渡航期間等の
計画）についてご教授ください。また定期モ
ニタリングの頻度についてご教授ください。

Technical CommitteeはJCCの中に位置づけられて
おり、JCCと同じ頻度（年2回をを想定）を想定していま
す。また、短期専門家は1名程度×2回程度/年(JCCのタ
イミング等)×2週間程度×3年間を想定しています。

また、定期モニタリングについては、配布資料（説明会開
催のご案内）をご確認ください。



31 15 （１０）広報計画

日本国内の各層に広く発信すること、とあり
ますが、「各層に広く発信」とは具体的に誰を
ターゲットにどの様な方法で何を発信すれば
良いか、想定があれば教えてください。

ODA見える化サイトを通して、プロジェクトの進捗等を発
信することを想定しております。より良い情報の発信方
法がありましたら、ご提案いただけますと幸いです。

32 15
（１０）広報計画①成果を
まとめたPPTの作成

PPTを日本語の他、英語、トルコ語で作成と
ありますが、特に、トルコ語について、翻訳費
は計上して良いでしょうか。良い場合、計上
して良い金額の上限はありますか。

トルコ語の翻訳費については、必要に応じて計上は可能
です。計上にあたり上限金額はありません。

33 17
②パイロット自治体選定
の際の注意事項

明確な基準をもって選定すること、とある
が、特定政党を支援しているか否かについ
て、
どの様に判断すれば良いでしょうか（すぐに
分かる事でしょうか）。

どの政党を支持しているかという選定基準ではなく、地
震リスクが高いことや、パイロット自治体としてのキャパ
シティがあること、データ提供が可能であること、アクセ
スが容易であることなどの選定基準を実施機関および発
注者と協議のうえ、定めていただきたく考えております。

34 17
②パイロット自治体選定
の際の注意点

最終的なパイロット自治体については、トル
コ側が決定する、との理解で良いですか。ま
た、対象自治体数に上限はありますか。

4自治体程度を想定しています。最終的なパイロット自治
体については、JCCでの協議の上、実施機関が決定しま
す。追加配布資料（署名済みR/D）を参照。

35 19 ④用語の定義

位置づけについて、詳細調査策定調査の報
告書の記載を引用いただき、要すれば更新
をいただきたい、とあるが、「報告書の記載
を引用」とは、報告書の何ページの部分を指
すか教えてください（p55の4-3-3その他
の手法の3段階についての記載の事でしょう
か）。

同報告書49ページの「表4-2建物リスク評価手法の分
類」になります。

36 19 第2章　4条2（1）

「成果２【イスタンブール大都市圏において、
建物脆弱性迅速スクリーニングが適用された
建物の数/月が増加する】」と記述があります
が、これは成果1で規定した対象となる建物
種別に関する改良／拡張拡張前後の手法適
用の数／月の変化と考えてよいでしょうか。

ご理解の通りです。成果１・２を実施する前後のひと月当
たりの評価を実施した建物数を比較する想定です。



37 19 ④用語の定義

位置づけについて、詳細調査策定調査の報
告書の記載を引用いただき、要すれば更新
をいただきたい、とあるが、「更新」とは、具
体的に何を更新するのでしょうか（すみませ
んが、何をすべきか理解できません）。

同報告書49ページの「表4-2建物リスク評価手法の分
類」を更新ください。

38 19 第2章　4条2（1）

成果1内に「改良／拡張された建物脆弱性迅
速スクリーニング技術が認可される」と記述
がありますが、改良／拡張された建物脆弱性
迅速スクリーニング技術の認可は、どの程度
のレベルの機関を想定してされておりますで
しょうか。中央政府による認可を想定してい
るのでしょうか。具体的な認可主体をご教示
くださいませ。また、通常認可にかかる期間
が分かるようでしたらご教示願います。

IMM内で認可されることを想定しています。他方、全国
の自治体で実装されることを考えると、MOEUCCの認
可が必要であり、適切なタイミングで巻き込むことが必要
と考えています。

39 20 第2章　4条2（1）
成果3に関してパイロット自治体の数の想定
はございますでしょうか。

4自治体程度を想定していますが、最終的なパイロット自
治体の選定基準及び数については、実施機関が発注者、
受注者の助言を考慮して、決定することを想定していま
す。

40 21
（３）その他①収集情報・
データの提供

データの所有権及び利用権を調査する、とあ
るが、情報量によっては、かなりの時間を費
やす事が予想されますが、調査は、全てコン
サルタントが実施すべきでしょうか。または、
調査費用を計上し、外部に頼んでも良いで
しょうか。

調査の方法に指定はございません。

41 24
２．（３）UMTが研修
を・・・マテリアル

マテリアルと記載がありますが、マニュアルと
同義との理解で宜しいでしょうか。

マニュアルや研修員に提供する資料を含めてマテリアル
と記載しています。

42 24 第2章　6条

イスタンブール大都市圏庁の建物脆弱迅速ス
クリーニングで使用しているAPPについて
改訂、パイロット自治体へは改訂APPを自治
体の情報、及び、ニーズ等に応じて改訂する
イメージであり、新たにAPPを開発すること
ではないとのことでよろしかったでしょう
か。

PERA手法の開発も含め、建物種ごとの拡張・改良の方
針をご提案いただけますと幸いです。



43 25 第７条　機材調達

検査機材の数量が「－５」とマイナス表示です
が、「５」の意味でしょうか。また、５台の場
合、例えば、鉄筋探査機３台、シュミットハン
マー２台を購入し、合計５台の意味と考えれ
ば良いでしょうか。
同様にパソコン機器「－４」は「４」の意味で
しょうか。

ご指摘の通りで、数量欄は「-5」が「5」、「-4」が「4」の誤
記載です。合計数量の考え方はご理解のとおりです。

44 25 第2章　6条3

現地再委託3：耐震化設計について、耐震化
設計の数量は50棟とありますが、耐震化設
計の対象となる建物の規模はどの程度を想
定されているでしょうか。見積（定額計上）と
質問1の業務内容を想定した場合、5棟かそ
れ以下も予想されます。棟数について再確認
頂けるでしょうか。

耐震化設計の対象とすべき建物規模（種類等）を含めご
提案ください。質問番号２６の回答参照。

45 25 第７条　機材調達

検査機材の数量が５の場合、この数量は絶対
に守るべき数量でしょうか（機材価格によっ
ては、５台購入不可能の場合も考えられま
す）。定額計上で計上しますが、数量は、実際
に購入できる数量に、業務開始後、減らして
も問題ないでしょうか。または、別見積とし
て、数量を確保した場合について示す必要は
ありますでしょうか。

IMM及びパイロット4自治体での活動において、本検査
機材が必要と想定しており、5台を算出しています。

46 25 第７条　機材調達

パソコン機器の数量が４の場合、この数量は
絶対に守るべき数量でしょうか（ハードウェ
ア、ソフトウェアなどの価格によっては、４台
購入不可能の場合も考えられます）。定額計
上で計上しますが、数量は、実際に購入でき
る数量に、業務開始後、減らしても問題ない
でしょうか。または、別見積として、数量を確
保した場合について示す必要はありますで
しょうか。

パイロット4自治体での活動において、本パソコン機器が
必要と想定しており、４台を算出しています。

47 25 第７条　機材調達
パソコン機器の購入ですが、日本での購入と
考えれば良いでしょうか。

現地調達を想定しています。



48 28 ３．事業概要（１）事業目的
「耐震補強」とありますが、これは、「人命確保
を目指したもので、継続使用は考慮していな
い」との理解で宜しいでしょうか。

現行の耐震基準（TBDY2018 15章）を満たした耐震補
強を想定しています。

49 28 （７）投入１）①専門家派遣
直営派遣、とありますが、誰を指しておりま
すでしょうか。

短期専門家1名程度の派遣を想定しています。

50 29
４．事業の枠組み（２）指標
及び目標値

自治体における施策の導入数の数え方です
が、例えば、同じ施策を２つの自治体で導入
した場合、導入数は２と数えればよいでしょ
うか。

ご理解の通りです。当該の自治体にとって、民間建物耐
震化促進に係る新しい施策が導入された数です。

51 30 （４）主な活動：１－１

既存のスクリーニング技術（PERA2019な
ど）の資料について、調査報告書の添付資料
３に示された資料の入手は可能との理解で
良いでしょうか。なお、ウェブサイトで検索し
ても上手く見つけられなかったので、URLを
教えて頂くか、PDFなどで共有頂く事は可能
でしょうか。

ウェブサイト等の検索で入手が困難な資料につきまして
は、「１添付資料～5添付資料」にて共有をさせていただ
いております。こちら該当の資料が無ければ直接お申し
付けください。配布資料はPARTNERから入手可能で
す。

52 30 （４）主な活動

こちらには、１－１～４－５に分けて、活動が
示されていますが、配布資料の要請書の（５）
T/C Activities　（Activity 1.1～4.7）と
は、番号が対応していませんが、何か意図は
ありますでしょうか。
コンサルタントは、特記仕様書案の１－１～４
－５の内容に従い活動すると共に、T/C
Activitiesに基づき活動する、との理解で
宜しいでしょうか。

詳細計画策定調査にて要請書から活動内容を一部変更
し、整理しております。よって、「（４）主な活動」に示され
た活動を実施ください。

53 30 （４）主な活動

活動を開始する前に、短期専門家からの指
示・指導はありますか。また、短期専門家は、
既に決まっていて、業務開始後、すぐに連絡
など可能であるとの理解でよいでしょうか。

短期専門家の活動は36ページに記載のとおりで、同専
門家と受注者は密な連携が求められます。本業務開始に
合わせて、短期専門家を選定する予定で、決定次第ご連
絡いたします。



54 30 （３）主な活動：１－３
スクリーニング技術の改良／拡張案の作成と
は、PERA2019の手法を改良・拡張する事
を指している、との理解で良いでしょうか。

PERA手法の開発も含め、拡張・改良の方針をご提案い
ただけますと幸いです。

55 32 別紙　共通留意事項
2026年2月18日に締結された討議議事録
（R/D）のコピーを配布資料としてご提供頂
くことは可能でしょうか。

添付資料（署名済みRD）を追加しました。

56 33 ２．選択項目

同専門家との役割分担は、第４条「２．本業務
にかかる事項」を参照、とありますが、どこを
見れば明確な役割分担が分かりますでしょう
か（全ての項目を協働して（コンサルタントが
短期専門家の指導・助言のもと）実施する、と
理解すれば良いでしょうか）。

受注者は短期専門家と密な連携のもと本業務を実施い
ただきます。短期専門家の業務内容は36ページに記載
のとおりです。

57 33 ２．選択項目

受注者は、各種報告書などの作成に際して、
短期専門家を協働して作成する、とあります
が、短期専門家の方にも、必要に応じて報告
書の作成（文章の作成）をして頂ける、との理
解で宜しいでしょうか。

受注者が作成し、技術的な部分について、短期専門家が
確認するという想定です。

58 33 ２．選択項目

発注者は受注者の求めに応じ、同専門家へ
の役割分担の理解を促進する、とわざわざ
記述がありますが、役割分担が分かりにくい
様な場面が多いため、このような記述がされ
ているのでしょうか（例えば、コンサルタント
にお任せ状態の専門家が居た場合、受注者
が申入れをして、専門家に対応して頂く様な
事でしょうか）。

短期専門家の業務内容は36ページの別途派遣する専門
家の業務内容に記載がありますが、万が一、ご記載のよ
うな状況に陥った場合は、発注者から役割分担の再確認
を行います。

59 34
２．合同調整委員会等の
開催支援

JCCの部屋代、食事代、メモ帳、ペン、水、ス
ナックなど、費用計上可能で宜しいでしょう
か。また、人数は30人程度／回を想定します
が宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。また、新たにご提案頂いても支障あり
ません。

60 36
（参考）別途派遣する専門
家の業務内容

既存PERA手法の拡張／改良において、短
期専門家の指導・助言のもと、コンサルタント
はそのとりまとめ（サポート）を行う、との理
解で良いでしょうか。

ご理解の通りです。



61 36
（参考）別途派遣する専門
家の業務内容

短期専門家が本邦研修における研修日程へ
の助言や研修員の受入れを行う、とあります
が、
助言に従い日程を修正する場合、例えば見学
先や講師を短期専門家から紹介頂ける、
との理解で良いですか。
また、研修員の受入れとは、具体的に何をさ
れる事を想定されているのでしょうか。

ご理解の通りです。トルコ側技術者とPERA手法の拡張・
改良について意見交換を行う想定です。

62 40
（２）１）業務量の目途　本
邦研修を含む場合

こちらの人月合計が5.6となっていて、3号
と5号による定額計上となっています。
本邦研修について、例えば、主任技術者（２
号）が対応する場合、主任技術者
の格付を本邦研修時については3号または5
号として計上して、対応すれば宜しい
でしょうか。

ご理解の通りです。

63 40
２．（２）１）業務量の目途
業務従事者構成の検討

R/Dに記載されている専門家の専門分野に
留意すること、とありますが、これは、配布資
料の要請書（写）の７（７）Input from the
Japanese Governmentに示される内容
との理解で良いでしょうか。

添付資料（署名済みRD）を追加しました。

64 40
２．（２）２）渡航回数の目
途

延べ36回とあります。36回としてプロポー
ザルを提出したが、
結果的にこれを下回る（または上回る）場合、
何か問題になる事はありますでしょうか。

ありません。

65 40 （３）現地再委託

IT技術者への業務発注ですが、自治体数に
よりますが、定額計上では対応できない自治
体数への対応が必要となった場合には、業務
開始後、増額可能になりますでしょうか。

類似案件の実績等から、パイロット４自治体で業務可能な
定額を計上しています。P44 （４）定額計上についてを参
照ください。

66 40 （３）現地再委託

パイロット自治体における・・・事業実施の補
助、とありますが、これは、p44の４番の経済
性評価・施策設計調査に係る業務発注を示
す、との理解で良いですか。

ご理解の通りです。



67 40 ２．（２）１）業務量の目途

ここでは、約32.85人月と記載があります
が、28ページでは、合計約35M/Mとなって
います。業務量に違いがあるのは何故でしょ
うか。

28ページの約３５人月は、約32.85人月の誤記載です。

68 41 配布資料

1添付資料3の資料、2添付資料3の資料と4
添付資料3の資料は同じでしょうか。また5
添付資料3の資料はどのような資料でしょう
か。

配布資料の「トルコ国「建物リスク評価に係る能力向上プ
ロジェクト」詳細計画策定調査報告書（案）」の添付資料の
うち、ネット上で入手が困難な資料（例えば、未公開の関
連技プロの詳細計画策定調査など）が添付されていま
す。

69 41 （５）対象国の便宜供与

執務スペース有となっていますが、空調機
（クーラー）あり、との理解で良いでしょうか。
なしの場合、費用を計上して宜しいでしょう
か。

空調（クーラー）はありましたので、計上不要です。

70 41 （５）対象国の便宜供与
コピー機、wi-fiは、無しとなっていますが、
これらは費用計上して宜しいでしょうか。

計上可能です。

71 43 （４）定額計上について

「プロポーザルの提案には指示された定額金
額の範囲内での提案を記載ください」、とあ
りますが、44ページの表の「金額に含まれる
範囲」や24ページの第６条再委託の仕様な
どに、内容（提案）がすでに示されていると思
うのですが、この他に、何を提案すれば良い
のか、よく理解できておりません。より内容
を深堀して、詳細に示すことが提案になりま
すでしょうか。
もう少し、詳しくご指示頂けますでしょうか
（または、参考となる提案例などがあれば教
えてください）。

プロポーザルにて特に具体的にご提案頂きたい事項は7
～8ページに記載しています。

72 44 （４）定額計上について

「定額計上した経費については、証拠書類に
基づきその金額の範囲内で精算金額を確定
します」、とありますが、プロポーザル作成時
には、定額計上する経費の見積は不要との
理解で宜しいでしょうか。また、定額を超える
場合には、プロポーザル作成時に見積（別見
積として提出）が必要との理解で宜しいで
しょうか。

ご理解の通りです。



73 45 本邦研修にかかる経費

同行について、「研修内容を踏まえ提案、見
直し可」とありますが、こちらは、例えば、3号
と5号が各0.7人月となっているため、誰か
一人が研修に同行することを想定している
と思いますが、研修内容により、業務主任者
（２号）が２号として同行する事を提案する事
も可能、との理解で宜しいでしょうか。他、想
定される見直し案があれば教えてください。

可能です。

以上









































2026年 3月 9日 

関係者各位 

独立行政法人国際協力機構 

企画部、評価部 

 

技術協力プロジェクト等における 

新たなモニタリング・評価制度の導入に係る説明会について 

 

拝啓 平素より当機構の事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

このたび幣機構では、技術協力プロジェクト等のモニタリング方法及び内部事後評価につ

き、新たな制度の導入を決定し、2026 年 4月 1 日より順次適用を開始する予定です。新制

度の適用開始に先立ち、下記の通り新制度に関する説明会を開催させていただきますので、

ご案内申し上げます。 

 

ご多忙中とは存じますが、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げます。皆様のご参加を

心よりお待ちしております。                         敬具 

 

記 

 

1．開催日時 

 第 1回：2026年 3 月 17日（火）、16：00～17：30 

（申込期限：2026年 3月 16日（月）、12：00まで） 

 

 第 2回：2026年 3 月 18日（水）、10：00～11：30 

（申込期限：2026年 3月 17日（火）、12：00まで） 

 

 第 3回：2026年 3 月 25日（水）、10：00～11：30 

（申込期限：2026年 3月 24日（火）、12：00まで） 

 

※各回とも同一内容です。ご都合のよい日程を選択のうえ、ご参加ください。 

 

2．開催方法 

オンライン（Microsoft Teams 会議） 

 

3．申込・参加方法 

①事前申込（各回の申込期限まで） 

参加を希望される回の申込期限までに、以下のフォームよりお申し込みください。お申し



込みいただいた方へ、メールにて説明会資料をお送りいたします。 

 

申込フォーム URL https://forms.office.com/r/ysby1f1kzT 

 

②参加方法（説明会当日） 

参加を希望される回の開始時刻 5分前より、下記リンクからログインしてください。 

 

説明会アクセス用 URL 
https://teams.microsoft.com/meet/48894301762151?p=wSZ

3iXsws3L3sSuk1P 

 

4．お問い合わせ先 

 企画部 業務企画第一課代表アドレス： pdto1@jica.go.jp 

 

以上 

https://forms.office.com/r/ysby1f1kzT
https://teams.microsoft.com/meet/48894301762151?p=wSZ3iXsws3L3sSuk1P
https://teams.microsoft.com/meet/48894301762151?p=wSZ3iXsws3L3sSuk1P
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